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人
事
委
員
会

○
福
岡
県
職
員
の
分
限
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課)

一

○
公
益
的
法
人
等
へ
の
福
岡
県
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

(
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課)

二

福
岡
県
職
員
の
分
限
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
十
日

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長

常

盤

洋

一

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
号

福
岡
県
職
員
の
分
限
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
岡
県
職
員
の
分
限
に
関
す
る
規
則

(

昭
和
四
十
七
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
四
号)
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

福
岡
県
の
職
員
の
分
限
に
関
す
る
規
則

第
一
条
中

｢
｢

条
例｣
｣

を

｢
｢

県
職
員
分
限
条
例｣

｣

に
改
め
、

｢

第
八
条｣

の
下
に

｢

、
福
岡

県
公
立
学
校
職
員
の
分
限
に
関
す
る
条
例

(

昭
和
三
十
一
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
七
号
。
以
下

｢

学
校

職
員
分
限
条
例｣

と
い
う
。)

第
六
条
及
び
福
岡
県
警
察
職
員
の
分
限
に
関
す
る
条
例

(

昭
和
二
十
九

年
福
岡
県
条
例
第
四
十
二
号
。
以
下

｢

警
察
職
員
分
限
条
例｣

と
い
う
。)

第
七
条｣

を
加
え
、

｢

条

例
の
実
施｣

を

｢

こ
れ
ら
の
条
例
の
実
施｣

に
改
め
る
。

第
四
条
を
第
六
条
と
し
、
同
条
の
前
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

休
職
期
間
の
通
算)

第
五
条

任
命
権
者
が
、
県
職
員
分
限
条
例
第
五
条
第
一
項
、
学
校
職
員
分
限
条
例
第
五
条
第
三
項
又

は
警
察
職
員
分
限
条
例
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
休
職
の
期
間
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
、
法
第

二
十
八
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
休
職
と
し
た
職
員

(

学
校
職
員
を
含
む

。
以
下
同
じ
。)

が
復
職
し
た
場
合
に
お
い
て
、
任
命
権
者
が
復
職
前
の
休
職
の
事
由
と
同
一
と
認

め
る
負
傷
又
は
疾
病
に
よ
り
、
復
職
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
以
内
に
当
該
職
員
を
新
た
に
休
職
と

す
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
新
た
な
休
職
期
間
は
、
当
該
復
職
前
の
休
職
期
間
に
引
き
続
く
も
の
と
み

な
す
。

第
三
条
第
一
項
中

｢

条
例｣

を

｢

県
職
員
分
限
条
例｣

に
改
め
、

｢

第
四
条
第
二
項｣

の
下
に

｢

、

学
校
職
員
分
限
条
例
第
四
条
又
は
警
察
職
員
分
限
条
例
第
三
条
第
二
項｣

を
加
え
、
同
条
を
第
四
条
と

す
る
。

第
二
条
第
一
項
中

｢

任
命
権
者｣

の
下
に

｢
(

教
育
委
員
会
を
除
く
。)

｣

を
、

｢

行
う
権
限｣

の

下
に

｢

の
一
部｣

を
加
え
、

｢

氏
名
、｣

を
削
り
、
同
条
第
二
項
中

｢

場
合
、
又
は｣

を

｢

場
合
又
は

｣

に
改
め
、
同
条
を
第
三
条
と
す
る
。

第
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

用
語)

第
二
条

こ
の
規
則
で
使
用
す
る
用
語
は
、
県
職
員
分
限
条
例
、
学
校
職
員
分
限
条
例
及
び
警
察
職
員

分
限
条
例
で
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

附

則

(

施
行
期
日)

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

関
係
規
則
の
廃
止)

２

福
岡
県
公
立
学
校
職
員
の
分
限
に
関
す
る
規
則

(

昭
和
三
十
一
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
五

号)
及
び
福
岡
県
警
察
職
員
の
分
限
に
関
す
る
規
則

(

昭
和
二
十
九
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第

六
号)
は
、
廃
止
す
る
。

(

経
過
措
置)

３

こ
の
規
則
の
施
行
前
に
法
第
二
十
八
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
な
さ
れ

た
休
職
の
処
分
又
は
休
職
期
間
を
更
新
す
る
処
分
に
よ
る
休
職
期
間
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
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公
益
的
法
人
等
へ
の
福
岡
県
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、

こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
十
日

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長

常

盤

洋

一

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
号

公
益
的
法
人
等
へ
の
福
岡
県
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

公
益
的
法
人
等
へ
の
福
岡
県
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則

(

平
成
十
三
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規

則
第
十
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
の
項
中

｢

財
団
法
人
福
岡
県
公
園
管
理
セ
ン
タ
ー｣

を
削
る
。附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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